
１ 児童福祉司の主な業務内容
(1) 子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること

(2) 必要な調査、社会診断※を行うこと

※調査により、子どもや保護者等の置かれている環境、問題と環境の関連、社会資源の活用の可能性等を

明らかにし、どのような援助が必要であるかを判断するために行う診断

(3) 子ども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行うこと

(4) 子ども、保護者等の関係調整（家族療法など）を行うこと

２ 人数等
○ 全国の児童相談所（一時保護所含む）に ２，８２９名（平成２６年４月１日現在）配置されている。

○ 児童福祉法施行令第２条により、児童福祉司の担当区域は、人口おおむね４万から７万までを

標準として定めるものとされている。

３ 児童福祉法第１３条第２項に基づく任用の要件
○都道府県知事の指定する児童福祉司等養成校を卒業、又は都道府県知事の指定する講習会の

課程を修了した者

○大学で心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科等を卒業し、指定施設で１年以上相談援助

業務に従事したもの

○医師

○社会福祉士

○社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した者

○上記と同等以上の能力を有する者であって、厚生労働省令で定めるもの

児童福祉司の概要

資料５－５
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児童相談所と児童福祉司数の推移

児童相談所

児童福祉司

平成１１年度 平成26年度

児童相談所設置自治体 ５９自治体 → ６９自治体
（約1.2倍）

児童相談所数 １７４か所 → ２０７か所
（約1.2倍）

児童福祉司数 １，２３０人 → ２，８２９人
（約2.3倍）

児童相談所と児童福祉司
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児童虐待相談対応件数の推移

児童虐待相談対応件数

○ 児童相談所での児童虐待相談対応件数は大幅な増加。

［参考］ 平成２５年度の状況
・ 児童虐待相談対応件数 ７３，８０２件

相談対応件数

虐待相談対応件数と児童相談所の体制

平成１１年度
の約６．３倍

平成１１年度
の約２．３倍

※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値
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児童福祉司の任用資格取得過程と増員措置

大学等

児童福祉司任用資格の取得の道筋

児童福祉司
養成施設

講習会

実務経験
２年

指定施設での
実務経験 １年

社会福祉主
事として

２年以上 等

短期大学
等

・医師

・社会福祉士

・精神保健福

祉士

（３科目を修めて大学

を卒業）社会福祉概論、

社会福祉事業史、社会

福祉援助技術論、社会

福祉調査論、社会福祉

施設経営論、社会福祉

行政論、社会保障論、公

的扶助論、児童福祉論、

家庭福祉論、保育理論、

身体障害者福祉論、精

神障害者保健福祉論、

老人福祉論、医療社会

事業論、地域福祉論、法

学、民法、行政法、経済

学、社会政策、経済政策、

心理学、社会学、教育学、

倫理学、公衆衛生学、医

学一般、リハビリテーショ

ン論、看護学、介護概論、

栄養学及び家政学

・心理学専修

・社会学専修

・教育学専修

（大学院 、外

国の大学卒

で同等者を含

む。）

・保健師

・助産師

・教員

（専修、１種）

・保育士

・看護師

・教員（２種）

児童相談所職員（児童福祉司）の増員措置について

（平成２６年度 地方財政措置）

１ 児童福祉司の現状（平成２６年４月１日現在）

児童福祉司数 ２，８２９名

（児童相談所数 ２０７か所（平成２６年４月１日現在 ））

平成１１年度 １ ２３０名（参考） ，
平成１２年度 １ ３１３名，
平成１３年度 １ ４８０名，
平成１４年度 １ ６２７名，
平成１５年度 １ ７３３名，
平成１６年度 １ ８１３名，
平成１７年度 １ ９８９名，
平成１８年度 ２ １３９名，
平成１９年度 ２ ２６３名，
平成２０年度 ２ ３５８名，
平成２１年度 ２ ４２８名，
平成２２年度 ２ ４７７名，
平成２３年度 ２，６０６名
平成２４年度 ２，６７０名
平成２５年度 ２，７７１名

２ 平成２６年度における地方財政措置

児童相談所職員（児童福祉司）

地方交付税標準人口１７０万人あたりの児童福祉司の数

３６名

（参 考）

地方交付税算定における人口１７０万人あたりの児童相談所職員数推移

（児童福祉司） （児童福祉司含む児童相談所職員総数）
平成１１年度 １６名 対前年度 ４０名 対前年度
平成１２年度 １７名 ＋ １名 ４１名 ＋ １名
平成１３年度 １９名 ＋ ２名 ４３名 ＋ ２名
平成１４年度 ２１名 ＋ ２名 ４５名 ＋ ２名
平成１５年度 ２３名 ＋ ２名 ４７名 ＋ ２名
平成１６年度 ２５名 ＋ ２名 ４９名 ＋ ２名
平成１７年度 ２５名 － ４９名 ー
平成１８年度 ２５名 － ５０名 ＋ １名
平成１９年度 ２８名 ＋ ３名 ５３名 ＋ ３名
平成２０年度 ２９名 ＋ １名 ５３名 ー
平成２１年度 ３０名 ＋ １名 ５４名 ＋ １名
平成２２年度 ３０名 － ５４名 ー
平成２３年度 ３２名 ＋ ２名 ５６名 ＋ ２名
平成２４年度 ３４名 ＋ ２名 ５８名 ＋ ２名
平成２５年度 ３５名 ＋ １名 ５９名 ＋ １名
平成２６年度 ３６名 ＋ １名 ５８名 － １名
平成２７年度 ３６名 ６１名 ＋ ３名

※ 児童相談所の運営経費の一般財源化について

・人件費 昭和２５年度～

・運営費 昭和６０年度～
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平成２６年度 都道府県別児童福祉司の管轄人口

○ すべての自治体で、児童福祉法施行令第３条に定める児童福祉司の配置標準を（４～７万）満たすか、
あるいはそれを超えて配置されている。（人口は、平成２２年１０月１日国勢調査）

４～７万 ５２ 自治体
４万未満 １７ 自治体
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児童福祉司の現状について

児童相談所職員の専門性

○児童相談所勤務年数（通算）
・所長・児童福祉司・児童心理司別

H26.4.1現在

・所長 ：・１年未満：約4％ ・１～３年：約14％ ・３～５年：約13％
・５～10年：約25 ％ ・10年以上：約44％

・児童福祉司 ：・１年未満：約13％ ・１～３年：約28％ ・３～５年：約18％
・５～10年：約24％ ・10年以上：約16％

・児童心理司 ：・１年未満：約11％ ・１～３年：約22％ ・３～５年：約17％
・５～10年：約26％ ・10年以上：約24％

○採用の資格等区分
・所長・児童福祉司・児童心理司別

H26.4.1現在

・所長 ：・医師：約３％ ・心理学専攻で大学卒業：約21％
・社会福祉士：約13％ ・児童福祉司等として勤務：約45％
・上記と同等以上の能力を有する者（※１）：約18％

・児童福祉司 ：・都道府県知事の指定する養成校卒業等：約９％
・心理学専攻で大学卒業し指定施設で実務経験１年以上：約33％
・医師：約０％、・社会福祉士：約27％
・社会福祉主事として児童福祉事業に２年以上従事：約14％
・上記と同等以上の能力を有する者（※２）：約17％

・児童心理司 ：・臨床心理士：約60％ ・認定心理士：約10％
・社会福祉士：約６％

※１ 児童虐待防止のための活動を行うNPO法人の役員として２年以上勤務した者 等
※２ 保育士であり指定施設で２年以上相談援助業務に従事し指定講習会を修了した者 等

児童相談所の体制

○児童相談所の設置状況、
・職種別職員 （H26.4.1) ・児童相談所：207カ所（H22年度204か所→H26年度207カ所）

・一時保護所：134か所（H22年度124か所→H26年度134カ所）
・全職員数：10,407人（H22年度9,118人→H26 年度10,407人）

【内訳】
児童福祉司：2,829人（H22年度2,477人）、 児童心理司：1,261人（H22年度1,108人）

医師：577人、その他心理職・保健師・看護師等専門職等：298人、
受付・電話相談員：754人 児童指導員・保育士 1,893人 5


